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は じ め に 
 

新規学校卒業者の採用は、企業にとって将来にわたる競争力の維持・強化を図るために

大切なことですが、新規学校卒業者にとっても、就職は人生の大きな転機であり、将来を

左右する重要な問題です。 

新規学校卒業者は、社会や職業に関する知識や経験が乏しく、また、精神的にも肉体的

にも成長過程にあります。将来を担うこれらの方々が、職業人としての第一歩において各

自の適性に合った職業に就き、充実した職業生活を通して社会人として成長するよう配慮

することは国及び企業の責務です。 

したがって、新規学校卒業者を採用される場合、労働関係法令等に沿った正しい募集を

行うとともに、採用選考にあたっては、応募者の適性や能力を見出し、これを有効に発揮

させるという観点から、差別のない公正な採用選考を実施していただくことが必要です。 

また、中途における採用計画の変更、募集の中止及び内定取消し等の事態を招かないよ

う、適正な採用計画の策定及びそれに基づいた募集・採用活動を進めていただき、特に、

内定取消しについては、学生・生徒本人やその家族に計り知れないほどの打撃や失望を与

え、社会全体にも大きな不安を招くこととなりますので、内定取消しが行われることのな

いよう万全を期すようお願いいたします。 

本冊子は、新規学校卒業者の募集・採用にあたって、求人者の皆様に守っていただきた

い事項を取りまとめたものです。別途配布しています「公正な採用選考をめざして」とと

もにご活用ください。 

 

 

 

令和８年４月 

 

広島労働局職業安定部長 

中地 美友 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目 次 

 

◎ 令和８年度 広島県の高等学校卒業予定者の就職活動のルール・・・・・・・・・・・・・１ 

１ 採用計画について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 適正な求人条件と受入れ体制の確立について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（１） 求人申込みの労働条件は法令に違反していませんか。・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（２） 特定の人を排除する求人条件としていませんか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（３） 外国籍を持つ応募者について就職の機会均等を確保していますか。・・・・・・・・・・５ 

（４） 受入れ体制は確立していますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（５） 求人不受理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（６） 青少年雇用情報の提供について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

３ 求人申込みの手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（１）求人申込みの手続き等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（２）求人申込みの方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（３）事業所登録シートの書き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

（４）中卒用求人票の記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（５）求人申込書（高卒）の記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

（６）求人申込書（大卒等）の記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

４ 求人要項と会社案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

５ 求人活動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

（１）家庭訪問について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（２）利益供与の禁止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（３）学校訪問について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（４）新聞広告等による文書募集について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

６ 選考基準・選考方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（１）応募書類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

（２）筆記試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

（３）面接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

（４）身元調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

７ 採否の決定（内定）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

８ 採用決定（内定）以後の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

（１）入職まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

（２）採用後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

【参考資料】 

◎広島県の最低賃金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

◎若者の募集・採用等に関する指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 

 

 



 

 

◎新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください・・・・・・・５１ 

◎固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。・・・・・・・・・・・・５３ 

◎改正職業安定法（求人不受理）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

◎若者の採用に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します！（ユースエール認定）・・５７ 



1 
 

令和８年度 

 

 

 

◎ 令和９年３月新規高等学校卒業予定者の就職に係る応募・推薦の在り方については、

令和８年３月に開催した「広島県高等学校就職問題検討会議」（経済団体、教育機関、

関係行政機関で構成）において検討を行い、生徒の応募機会及び選択肢の拡大並びに各

企業における適切な人材の確保を目的とする観点から、下記のとおり申合せを行いまし

たので、各企業におかれましては、この趣旨にご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

  

１ 応募・推薦について 
選考開始日から９月３０日までの応募・推薦は一人一社とし、１０月１日以降 

については複数応募を可能とする。 

 

２ 指定校求人について 
高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス上での求人情報の公開を促進するなど 

して、指定校以外の学校からの応募も可能となるように努める。 
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新規学校卒業者にとっての就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なも

のであり、就職先の決定にあたっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされ

るものです。 

  一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待さ

れている人材であり、その採用は重要な意義を持つものです。 

  このため、具体的な募集・採用計画の立案にあたっては、中長期的な人事計画等のも

とに企業の人員構成、職場における要員の過不足の状況等を十分見極めたうえで募集・

採用人員を決定し、中途において採用計画の変更、募集の中止及び内定取消し等の事態

を招かないよう万全を期してください。 

  なお、従来の新規学校卒業者中心の採用慣行に加えて、高年齢者の雇用の安定の確保

や、障害者の雇用の促進を積極的に図っていただくこと等が、社会的責任として企業に

要請されている課題でもあることにご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

求人申込みにあたっては、新規学校卒業者が職場において、能力を十分発揮できるよ

うな受入れ態勢が整備されていること、その仕事の内容や労働条件が明確で適正なもの

であることが必要です。 

  求人票は、求人者と求職者との雇用関係を成立させるための求人条件を明示する書類

であり、求職者にとってわかりやすく、また入職時に実施できる内容のものでなければ

なりません。 

  このため、求人申込みにあたっては、次の点を明確にしてください。 

  なお、これらについては、求人申込みの際に確認しますが、求人内容が労働関係法令

等に違反していることが明らかであり、かつ是正されていない場合には受付をお断りす

ることがあります。 

 

（１）求人申込みの労働条件は法令に違反していませんか。 

 ア 就業規則（給与規定等を含む。労働者を常時１０名以上使用する事業場の場合、

作成届出の義務があります。）が作成されていますか。（労働基準法） 

  必要な場合は、就業規則等の提示を求めることがあります。 

 

 

   １ 

   2 
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イ 賃金については、次のことが守られていますか。（労働基準法） 

 （ア）所定労働時間の労働に対する賃金が明確にされていること。 

 （イ）休日労働に対して３割５分以上、時間外、深夜労働に対して２割５分以上の率で

計算した割増賃金を支払うこと。（時間外労働が深夜に及んだ場合は５割以上の率。） 

    また、月６０時間を超える時間外労働に対しては、その超えた時間について５割

以上の率で計算した割増賃金を支払うこと。 

 （ウ）賃金は、通貨で毎月１回以上、一定期日に全額を直接支払われるものであること。 

（エ）最低賃金法が守られていること。（Ｐ４８参照。） 

ウ 労働時間、休日、休憩時間、有給休暇について次のことが守られていますか。

（労働基準法） 

 （ア）一週間の法定労働時間は４０時間であること。具体的には始業・終業の時間、休

憩時間が明確に定められていること。（Ｐ４参照。） 

 （イ）１８歳未満の者には、１日８時間を超えて労働させないこと。 

 （ウ）１８歳未満の者を、深夜に労働させないこと。 

 （エ）労働時間が６時間を超えるときは４５分以上、８時間を超えるときは６０分以上

の休憩時間を与え、自由に利用させること。 

 （オ）週１回の休日又は４週間を通じて４日以上の休日を与えること。 

 （カ）１８歳未満の者を休日に労働させないこと。 

 （キ）雇入れの日から起算して６か月間、８割以上の出勤で１０日以上の有給休暇を付

与すること。（Ｐ４参照。）さらに、年１０日以上の年次有給休暇が付与される全て

の労働者に対し、付与した日から１年以内に５日、時季を指定して有給休暇を与え

ること。 

（ク）時間外労働の上限について、月４５時間、年３６０時間を原則とし、臨時的な特

別な事情がある場合でも年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働を含む。）、

複数月平均８０時間（休日労働を含む。）を限度に設定すること。 

エ 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金等の労働保険、社会保険に加入し

ていますか。 

適用事業所で未加入の事業所は、早急に加入手続きをしてください。 

オ 定期的に健康診断をすることや、作業の安全など従業員の健康管理や安全衛

生管理が十分行き届いていますか。（労働安全衛生法等） 

 

以上は労働基準法等に定められた最低の基準です。更にその向上に努めてください。 
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業種 規模 

【労働時間】 

 労働基準法では、１週間の法定労働時間が原則４０時間に定められています。 

なお、特例措置（週４４時間制）の対象となる事業場についても、できるだけそれ以下

とするよう、計画的に労働時間の短縮に取り組むことが望まれます。 

 

◎ 週法定労働時間 

      １週４０時間（原則どおり、週４０時間制が適用される事業場です。） 

１週４４時間（特例措置として、週４４時間まで認められる事業場です。） 

 １０人～ １～９人 

製 造 業  （別表第１の１号）  ４０ ４０ 

鉱 業  （別表第１の２号）  ４０ ４０ 

建 設 業  （別表第１の３号）  ４０ ４０ 

運輸交通業  （別表第１の４号）  ４０ ４０ 

貨物取扱業  （別表第１の５号）  ４０ ４０ 

林 業  （別表第１の６号）  ４０ ４０ 

商 業  （別表第１の８号）  ４０ ４４ 

金融広告業  （別表第１の９号）  ４０ ４０ 

映画・演劇業  （別表第１の１０号） ４０ ４４ 

通 信 業  （別表第１の１１号） ４０ ４０ 

教育研究業  （別表第１の１２号） ４０ ４０ 

保健衛生業  （別表第１の１３号） ４０ ４４ 

接客娯楽業  （別表第１の１４号） ４０ ４４ 

清掃・と畜業  （別表第１の１５号） ４０ ４０ 

（注）業種分類（１～１５号）は、労働基準法別表第１に掲げる分類によります。規模は、企業全体の

規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。 

● 詳しくは、広島労働局労働基準部監督課又は労働基準監督署までお問い合わせください。 

 

【年次有給休暇】 

雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上を出勤した労働者に

は、１０日間の年次有給休暇を付与することになります。 

年次有給休暇の付与日数は、次のようになります。 

勤続年数 ６か月 
１年 
６か月 

２年 
６か月 

３年 
６か月 

４年 
６か月 

５年 
６か月 

６年 
６か月以上 

年次有給休暇 

付 与 日 数  
１０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

※ 週所定労働日数や時間が少ない労働者には、別の定めがあります。 
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（２）特定の人を排除する求人条件としていませんか。 

ア 事業主の皆様には、就職機会均等の確保を図る当事者として、同和関係者、女性、

障害者、在日外国人などの人権問題に対する正しい理解と認識を深めていただくよう

お願いします。 

求人申込みにあたっては、一部の人を排除することなくすべての新規学校卒業者に

就職の機会が均等に与えられるように配慮してください。 

応募条件については、求人職種の職務を遂行するために必要な適性・能力以外の要

素をその内容としないようにし、不合理な制限を設けないようにしてください。 

また、新規学校卒業者の募集にあたっては、学校課程（全日制・定時制・通信制・

単位制）による応募者の限定や、男子校（女子高）のみを指定して結果として男女雇

用機会均等法の趣旨に反するものなど、特定の人を排除せず、生徒の適性・能力を重

視する観点から、広く門戸を開き、雇用条件、採用基準に適合するすべての人が応募

できる機会均等の原則を確立していただくようお願いします。 

 イ 居住地や通勤時間を限定する応募条件は、当該地域以外や通勤時間を超過する地域

に居住する人の排除につながり応募機会を制限するもので、居住地域による差別につ

ながるおそれがあります。 

 ウ 「健康な方を募集」のように、障害のある方や病気のある方を一律に排除するよう

な表現が含まれていないか注意が必要です。 

 

（３）外国籍を持つ応募者について就職の機会均等を確保していますか。 

  我が国には、約３９６万人（令和７年６月末現在）の外国籍の方々が在住し、うち  

約４３万人が韓国・朝鮮人の方々です。終戦前から日本の国籍を有して我が国に居住さ

れ、戦後「サンフランシスコ平和条約」の発効により、日本の国籍を離脱した朝鮮半島

出身者及びその子孫の方々（以下「在日韓国・朝鮮人」という。）がその多くを占めて

おり、今日まで、日本人と生活を共にし、我が国の発展に寄与されてきました。「在日

韓国・朝鮮人」の方々の多くは、入管特例法に基づき「特別永住者」という特別の法的

地位（在留資格）が与えられており、就労活動に特に制限はありません。 

事業主の皆様には「在日韓国・朝鮮人」の方々について、より一層の理解と認識を深

めていただき、公正な採用選考システムの確立による就職の機会均等を確保されるよう

お願いします。 

 

（４）受入れ体制は確立していますか。 

 ア 教育訓練については、指導育成に積極的な配慮がされていますか。 

 イ 高等学校定時制・通信制課程及び大学二部（夜間）・通信制等への就学についての

理解と心身両面にわたっての配慮がされていますか。（通学についての時間配慮など。） 
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 ウ 退職金制度は確立されていますか。（中小企業退職金共済の活用を含む。） 

 エ 住込み求人においては、従業員宿舎が従業員専用の独立したものであり、募集人員

に相当する宿舎数又は部屋数が確保されており、また住居として良好なもので、労働

基準法に基づく事業附属寄宿舎規程に沿った広さ、安全衛生面などの条件が整ってい

ますか。 

 オ 障害者や年少者を、積極的に指導育成する労務管理体制が確立されていますか。 

  （障害者の雇用の促進等に関する法律、若者雇用促進法） 

 カ 週休２日制や定年延長などについて、積極的な計画や実施が進んでいますか。 

 キ 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇等の各分野につ

いて、性別を理由とした差別が行われていないかどうか、また性別に関わりなく均等

な機会を得て、その適性と能力に応じた均等な待遇を受けられるような雇用管理体制

が確立されていますか。 

 

（５）求人不受理について 

 新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及

ぼす恐れがあります。 

そこで、ハローワークでは、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者等に紹

介することのないよう、こうした事業所の求人を一定期間受付けないこととしています。

（Ｐ５５参照。） 

 

（６）青少年雇用情報の提供について 

  新規学校卒業者の募集・求人申込みを行う事業主は、積極的に青少年雇用情報を提供

するよう努めるとともに、応募者、応募の検討を行っている者、求人申込みをした公共

職業安定所又は職業紹介事業所から求めがあった場合は、青少年雇用情報を提供しなけ

ればなりません。 

  このため、ハローワークへ新規学校卒業者向けの求人（大卒等・高卒）を提出する際

には、求人申込書の青少年雇用情報欄について、可能な限り全ての項目をご記入いただ

き、ご提出ください。 

  なお、中卒求人においては、これまでと同様に「青少年雇用情報シート」の提出が必

要となります。 

 

  



7 
 

 

 

（１）求人申込みの手続き等一覧 

 中学求人 高校求人 大学・短大・高専・専修等求人 

求

人

申

込

み 

使用する求人票 中卒用求人票 
求人申込書 

（高卒） 

求人申込書（大学等）又は各大学等

の所定様式 

受 付 開 始 ６月１日 ハローワークにおいては、２月１日

より受付を開始し、４月１日から随

時公開・展示する。 
求 人 票 返 戻  

 
７月１日から 

提 出 部 数 １部 

申 込 先 事業所管轄ハローワーク 事業所管轄ハローワーク又は大学等 

求

人

活

動 

求 人 要 項 

＊求人申込み以降随時送付できる。 

ただし６月末までの求人申込みにつ

いては、返戻日以降であること。 

 

広報活動の開始 
 広報活動については、卒業・修了学

年前年３月１日以降に開始する。 

学 校 訪 問 

＊ハローワークへ求人申込み後、事前

に学校の了解を得たうえで行うこと

ができる。 

 

＊企業説明会 

卒業・修了前年度３月１日より前

は、学内及び学外で企業等が実施す

る「企業説明会」（「企業説明会」「会

社説明会」「学内セミナー」等の名称

に関わらず、採用を目的として事前

に採用予定数や選考スケジュールな

どの採用情報を広く学生等に発信す

るための説明会を指す。）に対して会

場提供や協力を行わない。 

卒業・修了前年度３月１日以降、

「企業説明会」を大学等の協力の下

に実施する場合は、参加の有無がそ

の後の選考に影響しないことを学生

に対して明示する。また、実施に当

たっては、土日祝日や平日の夕方以

降の実施など、可能な限り学事日程

に配慮する。 

推 薦 開 始  

（応募書類提出） 
１月１日から ９月５日から 学校推薦は、原則６月１日以降 

採 用 選 考 開 始 １月１日から ９月１６日から 正式内定開始は、１０月１日以降 

３ 
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 （２）求人申込みの方法等 

 【新規中学校卒業者】 

 ア 求人は、事業所を管轄するハローワーク（人事権〔採用権〕のない出張所や営業所 

の場合は、本社で一括して本社を管轄するハローワーク）に求人票（１部）を作成し 

申し込んでください。 

   なお、求人の受付は６月１日から行います。 

 イ 他のハローワークへの求人連絡は、すべて求人を受理したハローワークで行います。 

 ウ 求人申込みは、必ずその事業所の採用・人事責任者が来所のうえで申込みをしてく

ださい。 

 エ 募集の中止、募集人員の削減は原則できません。そのため、求人募集にあたっては、 

募集人員が真に必要な人数であるか十分ご検討の上、求人申込みをしてください。 

なお、やむを得ず募集の中止、募集人員の削減を行おうとする場合は、必ず事前に 

管轄のハローワークに相談してください。 
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【新規高等学校卒業者】 

 ア 求人は、事業所を管轄するハローワーク（人事権〔採用権〕のない出張所や営業所

の場合は、本社で一括して本社を管轄するハローワーク）へ申し込んでください。 

 イ 求人の受付（求人内容の確認）は６月１日から行います。 

 ウ 求人申込みは、以下のいずれかの方法により行うことができます。 

（ア）ハローワークインターネットサービス上で、求人者マイページの求人仮登録機能

を利用する。 

（イ）ハローワークに来所し、求人内容を記入した求人申込書（高卒）を提出する。 

 エ ハローワークにおいて、求人内容を確認し作成した求人票は、７月１日以降お渡し

しますので、求人票（写）を、推薦依頼を行う高等学校へ提出（送付）してください。 

 オ 募集の中止、募集人員の削減は原則できません。そのため、求人募集にあたっては、

募集人員が真に必要な人数であるか十分ご検討の上、求人申込みをしてください。 

なお、やむを得ず募集の中止、募集人員の削減を行おうとする場合は、必ず事前に 

管轄のハローワークに相談してください。 
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 【新規大学（大学院を含む）、短期大学、高等専門学校及び専修学校等卒業者】 

 ア ハローワークにおける求人票の公開・展示は４月１日から行いますので、以下の 

いずれかの方法により、事業所を管轄するハローワークへ申し込んでください。 

（ア）ハローワークインターネットサービス上で、求人者マイページの求人仮登録機能

を利用する。 

（イ）ハローワークに来所し、求人内容を記入した求人申込書（大卒等）を提出する。 

 イ 各大学等への求人申込みは、各校所定の求人票により直接申し込んでください。 

 ウ 大学等における企業説明会（会場提供を含む。）の開始は、３月１日以降各大学等

の自主的判断により行われます。 

 エ 学校推薦は、原則として６月１日以降とされています。 

 オ 正式内定は１０月１日以降とし、内定をめぐるトラブルが生じないよう努めてくだ

さい。 

 カ 新規大学等卒業予定者の就職を支援するため、広島新卒応援ハローワーク（広島市

中区基町１２－８ 宝ビル６Ｆ）を設置しており、主に大学生等に対する求人情報の

提供等を行っていますので、企業案内等の資料の提供をお願いします。 

 キ 募集の中止、募集人員の削減は原則できません。そのため、求人募集にあたっては、 

募集人員が真に必要な人数であるか十分ご検討の上、求人申込みをしてください。 

なお、やむを得ず募集の中止、募集人員の削減を行おうとする場合は、必ず事前に 

管轄のハローワークに相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業所登録シートの書き方 
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（３）事業所登録シートの書き方 
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（４）中卒用求人票の記入要領 
●事業所名（又は氏名） 
求人者の名称、屋号又は氏名、

法人・財団等の種類を記入し、 
ふりがなをつけてください。 
●就業場所 

学卒者が仕事をする場所であ
って、その場所が求人者の所在
地又は住所と同一の場合は同上
としてください。 
 なお、本社で採用事務を一括
処理する等により個々の就職者
について求人申込時にその就業
場所が特定できない場合は、就
業の可能性のある工場・支店等
を列挙するとともに、「12補足事
項」欄を活用して就業場所決定
の方法、時期等を付記してくだ
さい。 
●生産品目、事業内容 
 求人者が生産している品目
（商業の場合には、取り扱って
いる商品）のうち代表的なもの
又はサービスの種類を記入して
ください。また、それらの品目
に商標がある場合には付記する
など、なるべく詳しく記入して
ください。 
●従業員数（常用） 
 上欄には当該事務所（就業場
所）の常用従業員数、下欄には
企業全体の常用従業員数を性別
ごとに記入してください。 
●就業時間 
 当該事業所の定時の始業時間、
終業時間を記入してください。
また、変形労働時間制の有無に
ついて該当する文字を○で囲ん
でください。 
 

 

 

 

●休憩時間 
 始業時間から終業時間までの間における休憩時間を、午前、昼及び午後に分けてそれぞれ記入してくださ
い。 
●交替制 
交替制の有無について該当する文字を○で囲んでください。なお、交替制勤務がある場合は、それぞれの

始業、終業時間を記入してください。 
●休日 
日曜、祝日、土曜の該当する文字を○で囲んでください。また、日曜、祝日、土曜以外の曜日又は特定日

を定例の休日としている場合は、その曜日又は月間の休日日数を記入してください。そのほか、年末・年始
休暇、夏休みなどについても明記してください。 
●有給休暇 
 入社時、６か月後の日数及び最高限度の有給休暇の取れる年次とその年間の日数を記入してください。 
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●賃金 
 確定、現行のいずれかを○で
囲んでください。なお、確定賃
金とは、２０２７年３月新規学
校卒業者に支払われる賃金額
が既に確定している場合はそ
の額を、また、現行賃金とは、
２０２６年３月新規学卒採用
者の現行賃金額のことをいい
ます。 
●定額的に支払われる賃金 
 「基本給」欄には、基本給が
月給である場合はその金額を、
日給制・時間給制等の場合は、
月額換算額を記入するととも
に、賃金計算の基礎となる日数
を（）内に記入してください。
また、毎月定額を支払う手当に
ついては、その手当の名称と金
額を記入してください。 
●賃金から控除するもの 
 税金、各種社会保険料、宿舎
費（寝具料を含む。）、食費の各
項目別に記入し、その合計額を
②控除額合計欄に記入してく
ださい。 
●特別に支払われる手当 
 通常の勤務以外の勤務に対
する報酬について、通勤手当、
皆勤手当のほか、例えば、住宅
手当、特殊作業手当等について
名称、金額と支給要件を記入し
てください。通勤手当について
は、全額支給、定額支給のいず
れかの文字を○で囲み、定額支
給の場合は、最高額を記入して
ください。 
 

 

 

 

 

●賞与 
支給回数及びその合計額が基本給の何カ月分であるかを記入し、上欄には、新規学卒者の昨年度の実績を、
下欄には、一般労働者の昨年度の実績を記入してください。なお、新規学卒者の採用実績がない場合には支
給回数のみ記入し、合計欄は記入せず「該当なし」と補足してください。 
●定期昇給 
 定期昇給（いわゆるベースアップ分を除く。）は昨年４月１日に採用した者の今年４月１日までに昇給した
回数及びその金額を記入してください。ベースアップ分との分離が困難な場合は「ベースアップ含む。」と補
足してください。 
●退職金 
退職金制度の有無について、該当する文字を○で囲み、受給資格を得る場合の最低年数（勤務年数）を記入
してください。なお、退職金共済には加入しているが自社独自の制度がない場合は「無」に○をしてくださ
い。 
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                                  ●職種 
当該事業所で従事する仕事の

名称を記入してください。ただ
し、一方の性を表す名称は使用
しないでください。 
●求人数 
 通勤、住込別に求人数を記入
してください。また、不問の場
合は「不問」欄に記入してくだ
さい。なお、求人取消しや採用
内定取消し、自宅待機などを行
うことがないよう十分検討して
記入してください。 
●雇用の期間の定め 
 雇用の期間の定めの有無につ
いて、該当する文字を○で囲み、
雇用期間の定めがある場合は、
その期間を記入してください。 
●仕事の内容 
 例えば製造的職種ならば使用
する機械等の名称、形式、取り
扱う素材、製作する品名又はそ
の工程の名称等、販売的職種な
らば取り扱う商品の範囲、種類、
事務的職種ならば取り扱う事務
の種類、使用する事務機の名称
又は種類等を具体的、簡潔に記
入してください。 
●求人条件にかかる特記事項 
 採用職種の作業内容との関連
から、その作業に従事する場合
の法的に制限されている条件等
を記入してください。安易に 
「障害者不可」、「色覚異常不可」
などと記載することのないよう
注意してください。 
 

 

●宿舎 
宿舎の有無について該当する文字を○で囲んでください。（通勤者のみを募集する場合は「無」としてくだ

さい。）。「有」の場合は独立の宿舎（求人者の住居、工場、店舗等から完全に独立した専用の建物のことを   
いいます。）の有無及び入居の可否について該当する文字を○で囲み、その他の項目を記入してください。           
なお、昼間は作業場、事務所として使用し、夜間寝室として利用するものは、宿舎としないでください。 
●通学 
通学の可・否について○で囲んでください。「可」の場合は通学の時間配慮の有無について○で囲み、「有」

の場合は賃金支払の有無について○で囲んでください。また、通学できる学校名、通学時間を記入してくだ
さい。 
●受付期間 
応募を受け付ける期間を１月１日以降の日付で記入してください。 

●選考月日、選考場所 
選考月日はできる限り指定してください。 

●選考方法 
求人者が行う選考方法について○で囲んでください。 

●採否決定 
 採否決定月日又は採否決定に要する日数を記入してください。できる限り１０日以内としてください。 
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●入社日 
 当該事業所における通常の入
職時期（採用内定者の契約上の
就労の始期と考えられる赴任日、
出社日等をいう。）を記入してく
ださい。 
●赴任旅費 
 赴任旅費の支給の有無につい
て該当する文字を○で囲んでく
ださい。 
●補足事項 
 本欄は主として、労働条件、
福利厚生施設、作業内容等に 
ついて求人者が補足すべき事項
を記載してください。 
 例えば、 
 ○ 労働条件については賃金
体系、福利厚生施設については
施設の所在地及びその内容等、
作業内容については当面従事 
させようとする仕事等必要に応
じて補足してください。 
 ○ 求人要項を作成している
場合は、その旨を記入してくだ
さい。なお、求人要項を作成の
際には、本手引の「求人要項と
会社案内」を参考にしてくださ
い。 
 ○ 一方の性に限って募集す
ることは法律によりできません。
このため、記載可能な事項等に
ついては、「求人申込書（大卒等
用）の記入要領」の「補足事項」
欄の〔例〕を参考にしてくださ
い。 
 
 
 

 
 

 
●採用事務担当者 
当該事業所の採用選考事務を担当する者の所属部・課名、役職名、氏名及び電話番号等を記入してください。 
●事業所名・代表者名 
求人票記載の諸条件に相違ないことを確認するため、事業所名、代表者名を記入してください。 
●採用・離職状況 
 左から令和５年３月卒、令和６年３月卒、令和７年３月卒の順とし、それぞれの採用者数及び令和８年３
月３１日までの離職者数を記入してください。 
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（５）求人申込書（高卒）の記入要領 
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25 
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☆ 専門用語を避け、より具体的に、高校生がイメージできるように！ 

 求職者の方は、「企業規模」、「待遇」だけではなく、自分がやりたい『仕事内容』か、

また自分にできるかどうかで応募先を選んでいます（下記グラフ参照）。 

まずは、職種名で判断します。『わかりやすい職種名』でご記入ください。 

 

 ☆ 『仕事内容』をより具体的に、より詳しく！ 

  仕事の知識がほとんどない高校生がどんな仕事かイメージできるように、簡単な言葉

で、わかりやすく工夫してご記入ください。 

 

  
 

 

0

10

20

30

40

賃金 職種 仕事内容 労働時間 就業場所 その他

応募者が求人票で重視する項目

17.7% 35.4% 10.1% 7.6% 17.8%11.4%

ハローワーク利用者アンケートから 

求人票のここが知りたい！ 
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記載は、具体的に わかりやすく 求職者が イメージできるよう 

  

５ 建築土木・労務の職業 

求人票の記載内容によって、応募状況は大きく変わります 

■ ワード・エクセルでの文書作成、売上伝票の作
成、記帳、銀行・官公庁への書類提出、社会保
険関係届出、社内文書整理、電話・来客応対、
たまにお客様に書類を届けることもあります。 

※ パソコン（機種○○、ソフト○○）使用 
 
■ 商品在庫確認、コンピューターによる納品書・

見積書・契約書・発送案内書類等の作成。得意
先からの電話受け、クレームの受付け等 

１ 事務的職業 ４ 製造の職業 

２ 販売・サービスの職業 

※ 扱う商品、営業エリア 
 ※ ルート、新規開拓の有無 
 ※ 顧客先（企業・官公庁・個人家庭） 
 
 ■ 自動車部品・用品を関連事業の会社・整備工

場等にライトバン車を使用し、営業活動を行
う。 

   営業エリアは広島市内及び近郊 
   転勤なし。 
   将来的には、中四国一円の新規開拓もあり。 
   慣れるまでマンツーマンで指導する。 

 ※ 主にどのような現場作業・配線工事か 
 ※ 現場の範囲は 
 
 ■ 主に道路の舗装作業を行う。 
   現場は○○市内が主。現場へは、会社の車で

送迎する。 
   入社後、重機の資格を取るよう養成し、取得

後はオペレーター作業をするようになる。 
 ■ 主に○○市内の新築ビルの屋内配線工事を

行う。電気工事士の資格取得について、支援
制度あり。 

 ※ 販売する商品（具体的に）、その他作業 
 ※ ノルマ、目標の有無、シフトの決め方 
 
 ■ デパート内テナントにて、カジュアルブラン

ド婦人服（20～30代中心）並びにアクセサリ
ーの販売、接客。勤務中、見本として商品着
用。 

   顧客リストに基づくダイレクトメールによ
る催し物の案内状発送。ノルマはなし。 

   一ヶ月単位で、１日８時間・週５日、スタッ
フ８名でシフトを組み交替。 

 ※ どのような作業をするのか 
 ※ どのような装置を使用するのか 
 
 ■ 図面を見て、30～80tまでの打ち抜きプレス

機で、打ち抜き作業を行う。徐々に、図面を
読み、金型セッティング、段取りができるよ
う指導する。 

 ■ 荒削りから仕上げ削りを行う。ノギス、マイ
クロメーターで切削部位を測定しながら加
工する。ＮＣ旋盤を使用し自動車部品の加工
を行う。ＮＣプログラムが組めるよう指導す
る。 

 ※ どのような部品を扱うのか 
 ※ どのような作業工程、作業内容か 
 
 ■ コネクタ、プラグ等の製造工程のうち、部品

の組立、ハンダ付け、検査等を行う。ベルト
コンベアによる流れ作業で座っての作業。 

   細かい部品を扱う手作業があり、検査は、視
力と正確性が必要とされる。 

   部門構成  男性５名・女性36名 

 ※ どのような製品を製造するのか 
 ※ どのような作業工程・作業内容か 
 
 ■ 洋菓子・和菓子の製造。 
   原料から包装・箱詰めの流れ作業の中で、原

料（砂糖・小麦粉）を正確に計量して配合し、
生地を作って機械の中に入れ、機械の操作を
行う。立ち仕事。 

   原料や生地（約20～30㎏）を持つ力仕事あり。 

３ 運輸・運転の職業 

一
般
事
務
・
営
業
事
務 

食
品
製
造
工 

営
業 

販
売
店
員 

プ
レ
ス
工
・
旋
盤
工 

電
子
機
器
組
立
工 

土
木
・
電
気
工
事
作
業
者 

 ※ どのような積み荷か、何t車か 
 ※ エリアは、手積み作業の有無  
 
 ■ 冷凍食品を２t 冷凍車で、福山～府中方面の

スーパー・デパートへ配送する。手作業によ
る食材の積み込み・積み下ろし作業あり。一
箱５～15㎏程度。製品の種類・数量を伝票で
チェック。就業時間は、運行日程表により変
動あり。慣れるまで、ベテラン社員が同乗し、
案内・指導します。 

運
転
手 
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☆応募前職場見学について 

 

応募前職場見学は、生徒が応募・推薦の前に、事前に職業や職場への理解を深め、適切

な職業選択や事前の理解不足による就職後の早期離職の防止を目的として実施されるも

のであり、応募先を自ら選定・確認する機会となりますので積極的な実施をお願いします。 

なお、この実施にあたっては、求人を提出した後に実施することとし、夏休み期間など

学事日程への影響の少ない日時・期間を活用すること、生徒との面談機会において、生徒

本人の状況を聴取するなど採用選考類似の行為を行わないことなどに留意してください。 

 

応募前職場見学については、求人申込書の選考方法欄へ可否等を選択するとともに、職

場見学を特定予定日に実施する場合は、別紙「応募前職場見学実施予定表」（Ｐ２９）を

提出してください。 

 また、「応募前職場見学実施予定表」については、学校への求人申込みの際も当該求人

票へ添付するようお願いします。 
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１ ７月～９月の実施予定日 

 

○ ７月～９月までの実施予定日全てに（①） のように印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 10月以降の実施予定日 

 

○ 該当する項目に印（✔）を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入し

てください。 

  □ 予定なし 

  □ 随時 

  □ 特定予定日 

 

３ その他 

   ◇事業所連絡先    

 

 

（ 事 業 所 名 ）               

（連絡先担当部署）               

（連絡先担当者）                

 
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30  31 

７月  
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30  31 

８月  
１  ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

８  ９  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30   

９月 

担当者氏名          

電話番号           ＦＡＸ            

※安定所記入欄：求人番号 

別紙 

応募前職場見学実施予定表 
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（６）求人申込書（大卒等）の記入要領 

 

 

  



31 
 

 

  



32 
 

 

  



33 
 

 

  



34 
 

 

  



35 
 

 



36 
 

 



37 
 

 

  



38 
 

 

 

 



39 
 

 

 

  



40 
 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

各企業が独自で作成する求人要項は、求人票の内容を補足し、事業・作業内容等に  

ついて、応募者の理解を深めるためのものです。 

しかし、その内容については、就職差別につながるおそれのある表現や、求人票の  

記載内容と矛盾しているものも見受けられます。 

求人要項の作成等にあたっては、次のことに注意してください。 

（１）会社案内に求人条件の記載があれば、求人要項とみなされます。 

（２）求人要項には、求人票の記載内容と異なった内容を記載しないでください。 

また、内容を誇張して表現することは、応募者に過大な期待感を抱かせる結果と

なりますので、十分注意してください。 

（３）求人要項を中学、高校、大学、短大、高専、専修学校及び能開校に共通して作成

している場合は、条件の異なる事項をそれぞれ明確に区別し記載してください。 

【求人要項に記載できる内容】 

 ア 当面、従事する仕事の内容、昇進の状況、先輩の現況、待遇（賃金・昇給、    

賞与の詳細及び退職金制度など過去の実績）等 

 イ 会社・工場の概況の文書・写真・図表による説明 

   具体的内容としては、生産品目、工場施設、機械設備の概要、取引先の状況、

会社・工場の全景、新入社員実習の状況、従業員数及び売上高の推移等 

 ウ 福利厚生施設等の文書や写真による説明 

   宿舎の名称・所在地・棟数・寝具貸与の状況、医療施設の概要、教育訓練の   

状況、定時制通学可能学校の名称・その所在地と課程、食堂等の状況、体育・   

娯楽施設の状況及びレクリエーション施設の状況等 

 

 

 

新規学校卒業者については、社会や職業に関する知識・経験も少ないため、安定所

は学校と連携のうえ、在学中から継続して職業指導を行い、生徒が適性と能力に適合

した職業を選択することができるよう計画的に指導援助を進めています。 

このため、事業所で独自に行われる求人活動についても一定の制約を設けています

ので、これらの趣旨に沿った活動をお願いします。 

また、求人秩序を乱す行為のあった企業については、新規学校卒業者の職業紹介 

停止等一定の行政措置を講じることがありますので、注意してください。 

なお、大学、短大、高専及び専修学校等卒業者については、企業側の「採用選考に

関する指針」及び大学側の「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に  

   ４ 

   ５ 
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係る就職について（申合せ）」を尊重した採用活動に努めてください。 

 

（１）家庭訪問について 

   求人者及び求人者から委託を受けた者が生徒の家庭を訪問し、直接生徒、保護者に

応募を働きかけることは、中学校、高等学校を問わず一切禁止されています。 

 

（２）利益供与の禁止について 

   求人者及び求人者から委託を受けた者が新規学校卒業者、保護者、その他の関係者

に対し、金品又は利便の供与を行うことは禁止されています。 

 

（３）学校訪問について 

   中学校及び高等学校への学校訪問については、ハローワークへ求人申込み後、事前

に学校の了解を得て行うことができます。 

 

（４）新聞広告等による文書募集について 

 ア 中学校卒業予定者を対象とする文書募集については、一切できません。 

 イ 高等学校卒業予定者を対象とする文書募集については、ハローワークへ申込みを 

行った求人に限り、７月１日以降実施することができます。ただし次のことを厳守し

てください。 

  （ア）事業所管轄ハローワーク名及び求人番号を記載すること。 

  （イ）求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。 

  （ウ）応募の受付は、学校又はハローワークを通じて行うこと。 

 

 

 

選考は、応募者の持つ知識・技能などの適性・能力が採用職種に適合するかどうかを

判断するために実施されるもので、本籍・出生地や家族状況など本人に責任のない事項

や、思想・信条にかかわることなど本来自由であるべき事項を把握することや選考基準

に加えることは、就職差別につながるおそれがあります。 

したがって、具体的な選考にあたっては、応募者の適性・能力が個々の採用職種の  

選考基準に合うかどうかを判断されるよう、的確な選考方法をとってください。 

そのためには、合理的な選考基準を明確にしておく必要があります。 

なお、応募者の適性・能力の判断にあたっては、採用後の教育訓練による可能性も  

考慮し、潜在的な資質や長所を積極的に見出すよう配慮してください。 

 

   ６ 
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（１）応募書類等 

   選考にあたって応募者から提出を求める応募書類は、新規学校卒業者の場合は、 

次のように定められていますので、これ以外のものは一切使用しないでください。 

   また、戸籍謄（抄）本・住民票等の提出も一切認められていません。 

中 学 校 職業相談票〔乙〕 

高 等 学 校  全国高等学校統一用紙（パソコン入力の場合があります。） 

大学・短大・高専 

専 修 学 校 等 
本人の適性・能力に関係ない事項を含まない応募書類 

  ※応募書類の記入方法は、手書き、パソコン入力のいずれかに限定されたものでは 

ありません。応募書類が手書きであっても、パソコン入力であっても、応募者の適性・

能力に基づいた基準により、公正な採用選考を行ってください。 

 

（２）筆記試験 

   学科試験（作文を含む。）は、本人の家族や家庭環境など本人に責任のない事項や、

「尊敬する人物」など本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）を直接・

間接的に書かせていないか、十分に留意する必要があります。 

 

（３）面接 

   面接は、テストや資料に現れたデータの総合評価であり、お互いの情報交換の場で

す。質問の内容は、応募者の適性・能力を判断するためのものでなければなりません。     

面接官として、面接という雰囲気からくる緊張感を少しでも和らげたいという思い

から、質問項目を話のしやすい身近な話題として提供する場合が見受けられます。 

しかし、応募者の本籍地や家族状況などの「本人に責任のない事項」や、宗教や   

尊敬する人などの「本来自由であるべきもの」に係る事項について質問をされること

は、応募者の適性と能力を判断するうえで誤りが生じるだけでなく、基本的人権を  

侵すということになります。 

   適正な面接を行うためには、あらかじめ客観的に定めた統一基準に従って合理的に

実施されるようお願いします。 

   特に、新規学校卒業者や年少者については、成長過程にあることを考慮し、固定的

に考えることなく、潜在的能力を見出し、また将来の可能性を引き出すという立場で

面接をしてください。 

   また、採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たる場合、学生の健康面にも配慮

することが必要であるため、学生のクールビズ等を推奨するとともに、必要に応じて

その取扱いを案内等で明示するよう配慮してください。 
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（４）身元調査（典型的な就職差別です。絶対に行わないでください。） 

   （１）で記載した応募書類については、応募者の基本的人権を尊重して公正な採用

選考が行われるようその使用の徹底を図り、本籍地、家族の職業、思想、信条等就職

差別につながる事項の排除に努めているところです。 

   これら就職差別につながる事項を調査し、従業員の採用選考に活用することは、 

応募者の適性と能力になんら関係のない事項であり、また、調査結果は無責任な風評、

偏見、予断といったものが入りやすく、ゆがめられた事柄を採用基準とすることに 

なります。 

このような基準により採否を決めることは、公正な採用選考の趣旨に反するばかり

か就職差別そのものとなります。 

 

 

 

応募者は採否の決定を待っています。早期に決定手続きをとっていただくとともに、

採否結果の連絡等にあたっては、次のことに注意してください。 

（１）中学校卒業者の紹介を受けた事業主は、採否結果をできる限り１０日以内に 

紹介先ハローワーク及び学校に連絡してください。 

（２）高等学校卒業者の推薦を受けた事業主は、選考結果をできる限り１０日以内に

学校に連絡するとともに、本人に対しても学校を通じて連絡してください。 

   なお、不採用の場合は、応募書類等を学校へ返送してください。 

   また、学校には、承諾又は辞退の意思表示をできる限り１０日以内に事業主に

連絡するようお願いしています。 

 

 

 

 （１）入職まで 

  ア 採用内定ということは、労働契約締結の出発点であると考えられ、事業所と採用

内定者は労働契約の締結という観点に立って、意思の疎通を図っておく必要があり

ます。 

    新規学校卒業者は入職までに数か月ありますが、この間は学校教育上の仕上げの

時期です。本人との連絡については、学校を通じて行うなど、本人が勉学に専念  

できるよう配慮してください。 

  イ 採用内定者に対して入社前教育を行うことは、望ましいものとは考えられません。

内定者に対する通信は、必要最小限の連絡、会社の内容を理解させるためのもの 

   

   

７

８
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にとどめ、新入社員教育の一環をなすようなものや、学校教育に支障をきたすよう 

なものは求めないでください。 

  ウ 採用内定者に対し、会社の内容説明やその他の必要から、やむを得ず出社を要請

する場合も必ず学校の了解をとり、学習活動に支障をきたさないようにしてくださ

い。 

  エ 戸籍謄（抄）本・住民票等に記載されている事項は、身元調査等につながるおそ

れがありますので、提出は求めないでください。 

  オ 雇用契約を結ぶ内容については、入社時に提出すべきものと考えますので、採用

内定時に本人から提出させる書類は、入社承諾書のみとするよう配慮してください。 

    なお、当該承諾書に企業側の一方的な考え方による取消・留保条件を付けないよ

うにしてください。採用内定から入社までにはかなりの期間がありますので、会社

又は本人に不測の事態が起きる可能性がありますが、そのときには必ず、会社と 

本人と学校との三者で協議して決めるようにしてください。 

  カ 卒業試験終了から卒業式までの間は、生徒が社会へ巣立つための準備期間ですか

ら、卒業式以前には、見習・実習などいかなる名目でも就業させないでください。 

  キ 入職については卒業式以後とし、できる限り４月１日以降とするよう配慮してく

ださい。 

    ただし、新規中学校卒業者については、労働基準法第５６条の規定により４月 

１日以降としてください。 

  ク 採用内定取消し及び入職時期繰下げは、新規学校卒業者に対して職業生活の第一

歩の時期に計り知れないほどの打撃と失望を与えることとなるため、回避しなけれ

ばなりません。 

    しかし、やむを得ない事情により、これらのような措置をとる場合は、あらかじ

め求人申込みを行った公共職業安定所長に通知してください。 

    なお、悪質な場合は、企業名の公表等の措置が講じられることがあります。 

 

 （２）採用後 

  ア 新入社員は、それぞれ何らかの期待をもって入社してきますので、期待に応えら

れる受入れ条件を整えてください。 

    また、求人条件は必ず守るとともに、個々の新入社員の入社の動機を知っておく

ことも必要です。 

  イ 雇用管理の基本は、従業員の基本的人権の尊重です。企業組織の規律や規則を 

押し付けるだけでは、次第に企業不信につながることになるので注意してください。

仕事の面でも、初期の教育訓練の実施など、十分な配慮をしてください。 

  ウ 新規学校卒業者等や年少者は、大人への成長期にあります。この年代は自我の 
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発達する年頃であり、多くの欲求や自由を欲しがることもあるため心理を理解する

ことが必要です。 

  エ 雇い入れた新規学校卒業者等の年齢、現住所、通勤方法及び扶養親族の有無等の

確認は、「住民票記載事項証明書」により十分確認できるものですので、これによ

り必要事項の確認を行うようにしてください。 

  オ 入社後、職場内で適応できない様子が見受けられましたら、事前にハローワーク

窓口にご相談ください。 
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参考資料６-２ 

 

  



 
 

 

 

安定所名 所在地 電話番号 管轄地域 

広島学卒部門 〒730-0011 広島市中区基町12-8  

           宝ビル6Ｆ 

082-225-0380 ※ 

（広島） 〒730-8513 広島市中区上八丁堀8-2 

広島清水ビル 

082-223-8609 広島市のうち中区・西区・安佐

南区・佐伯区（湯来町・杉並台

を除く。） 

（広島東） 〒732-0051 広島市東区光が丘13-7 082-264-8609 広島市のうち東区・南区・安芸

区・安芸郡 

広島西条 〒739-0041 東広島市西条町寺家6479-1 082-422-8609 東広島市 

竹原 〒725-0026 竹原市中央5-2-11 0846-22-8609 竹原市・豊田郡 

呉 〒737-8609 呉市西中央1-5-2 0823-25-8609 呉市・江田島市 

尾道 〒722-0026 尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609 尾道市・世羅郡 

福山 〒720-8609 福山市東桜町3-12 084-923-8609 福山市 

三原 〒723-0004 三原市館町1-6-10 0848-64-8609 三原市 

三次 〒728-0013 三次市十日市東3-4-6 0824-62-8609 三次市 

安芸高田 〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田1814-5 0826-42-0605 安芸高田市 

庄原 〒727-0012 庄原市中本町1-20-1 0824-72-1197 庄原市 

可部 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-36 082-815-8609 広島市のうち安佐北区・山県郡 

府中 〒726-0005 府中市府中町188-2 0847-43-8609 府中市、神石郡 

廿日市 〒738-0033 廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609 廿日市市・広島市佐伯区のうち

湯来町、杉並台 

大竹 〒739-0614 大竹市白石1-18-16 0827-52-8609 大竹市 

※広島・広島東所管轄事業所からの新規学卒者の求人（大学等・高校・中学）受理窓口です。 

 

 

 

県内の新卒応援ハローワーク 

 

施設名 所在地 電話番号 

 

広島新卒応援ハローワーク 

 

〒730-0011 広島市中区基町12-8 宝ビル6Ｆ 

 

082-224-1120 

 

広島新卒応援ハローワークは、大学等（大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等）の卒業年次の在学生、

大学等を卒業後3 年以内の卒業生及び新卒応援ハローワークでの支援を希望する高校生（既卒者を含む。）を重点に就職支

援を行う機関です。 
 

県内のハローワーク（公共職業安定所） 


